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相
　
談

生
活
相
談	

（
総
務
課
）

消
費
生
活
相
談	

（
産
業
課
）

障
害
者
相
談	

（
健
康
福
祉
課
）

　
隣
保
事
業
（
生
活
相
談
員
）
に
よ

る
生
活
相
談
（
人
権
、
福
祉
、
教
育
、

就
業
等
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
個

人
の
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
相
談
場
所

　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
堀
之
内
集
会
所

※	

各
相
談
所
の
相
談
日
程
に
つ
い
て

は
、
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
☎
（84）
３
５
９
５
（
直
通
）

　
町
で
は
、
障
害
者（
児
）や
そ
の
ご

家
族
な
ど
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
そ

の
方
に
合
わ
せ
た
情
報
の
提
供
・
助

言
を
行
っ
て
い
る
窓
口
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
窓
口
に
は
、
専
門
の
相
談
員

が
配
置
さ
れ
、
身
体
障
害
・
知
的
障

害
・
精
神
障
害
に
つ
い
て
障
害
者

（
児
）が
か
か
え
る
様
々
な
悩
み
・
問

題
な
ど
を
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
す
。

　
事
前
に
電
話
等
で
ご
予
約
い
た
だ

け
れ
ば
、
自
宅
訪
問
を
行
う
こ
と
も

で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

○
日
時
　
３
月
７
日
（木）

　
午
後
２
時
30
分
～
午
後
４
時

○
場
所
　
役
場
１
階
　
小
会
議
室

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　
☎
（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

　
専
門
の
相
談
員
が
町
民
の
み
な
さ

ん
の
消
費
生
活
に
関
す
る
問
題
や
ト

ラ
ブ
ル
な
ど
の
相
談
に
応
じ
、
解
決

に
向
け
た
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

　
専
門
の
相
談
員
へ
の
相
談
は
無
料

で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

　
お
気
軽
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

○
日
時
　
３
月
13
日
（水）

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

○
場
所
　
ひ
ば
り
の
里

○
お
問
い
合
わ
せ

　
産
業
課
　
地
域
振
興
Ｇ

　
☎
（84）
２
５
８
２
（
直
通
）

示示
掲掲

板板

　
年
金
制
度
は
、「
年
を
と
っ
た
と

き
」、「
病
気
や
ケ
ガ
で
障
害
の
状
態

に
な
っ
た
と
き
」、「
死
亡
し
た
と
き
」

な
ど
に
国
が
年
金
を
支
給
し
、
本
人

又
は
家
族
の
生
活
を
守
る
と
い
う
社

会
保
障
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘

れ
に
ご
注
意
を

　
サ
イ
レ
ン
音
の
違
い
で
災
害
の
種

類
が
分
か
り
ま
す
。

　『
ウ
～
・
カ
ン
カ
ン
カ
ン
』
と
警
鐘

つ
き
の
場
合
は
、
火
災
の
出
動
を
す

る
と
き
、『
ウ
～
・
ウ
～
・
ウ
～
』
と

サ
イ
レ
ン
音
だ
け
の
場
合
は
、
火
災

以
外
の
救
助
・
救
急
支
援
・
警
戒
な

ど
の
災
害
で
出
動
す
る
と
き
で
す
。

○�
救
急
車
を
呼
ん
だ
の
に
消
防
車
が

来
て
も
ビ
ッ
ク
リ
し
な
い
で

　
救
急
車
を
呼
ん
だ
の
に
、
消
防
車

が
来
た
と
驚
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
近
く
の
救
急
車
が
出
動
中
で

救
急
隊
が
救
急
現
場
に
到
着
す
る
の

が
遅
れ
る
と
き
や
救
急
隊
の
み
で
は

搬
送
や
処
置
が
困
難
な
場
合
に
は
、

消
防
車
も
同
時
に
出
動
し
、
救
急
隊

の
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　	

茨
城
西
南
地
方
広
域
市
町
村
圏
事

務
組
合
消
防
本
部
　
消
防
救
助
課

　
☎
（47）
０
１
３
５

　
害
虫
の
駆
除
、
野
火
に
よ
る
周
辺

家
屋
へ
の
類
焼
防
止
及
び
湿
地
環
境

の
保
全
等
の
た
め
、
次
の
と
お
り
ヨ

シ
焼
き
を
実
施
し
ま
す
。

　
風
向
き
や
上
昇
気
流
に
よ
り
、
灰

や
煙
が
広
範
囲
に
飛
散
し
、
洗
濯
物

へ
の
付
着
、
庭
や
屋
根
へ
の
降
灰
等

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ご
理
解

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
日
時
　
３
月
16
日
（土）

　
　
　
　
午
前
８
時
30
分
～

※	

悪
天
候
等
で
中
止
の
場
合
、
３
月

17
日
（日）
又
は
３
月
24
日
（日）
に
延
期

と
な
り
ま
す
。

○
実
施
範
囲
　
渡
良
瀬
遊
水
地
全
域

○
お
問
い
合
わ
せ

『
渡
良
瀬
遊
水
地
ヨ
シ
焼
き
連
絡
会
』

　
実
施
本
部

　
☎
０
２
８
２
（62）
１
１
６
１

　
愛
玩
用
の
家
畜
を
飼
育
さ
れ
て
い

る
方
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
よ

り
、
毎
年
２
月
１
日
現
在
の
飼
育
頭

羽
数
等
を
県
に
報
告
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　
報
告
が
必
要
な
家
畜
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

・	
牛
、
水
牛
、
鹿
、
め
ん
羊
、
山
羊
、

馬
、
豚
、
い
の
し
し

　
茨
城
県
で
は
、
心
身
に
障
害
の
あ

る
方
ご
自
身
が
使
用
（
所
有
）
す
る

自
動
車
、
障
害
の
あ
る
方
の
た
め
に

生
計
を
同
一
に
す
る
方
が
使
用
（
所

有
）
す
る
自
動
車
、
障
害
の
あ
る
方

の
た
め
に
常
時
介
護
す
る
方
が
使
用

す
る
自
動
車
に
つ
い
て
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
場
合
、
申
請
に
よ
る
自

動
車
税
の
減
免
制
度
を
設
け
て
い
ま

す
。
減
免
の
対
象
と
な
る
自
動
車
は
、

障
害
者
の
方
１
人
に
つ
き
１
台
（
軽

自
動
車
を
含
む
）
で
す
。

　
詳
し
い
内
容
や
申
請
方
法
に
つ
い

て
は
、
茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所

　
☎
０
２
９
６
（24）
９
１
９
０

消
防
車
の
サ
イ
レ
ン
音
の
違
い

渡
良
瀬
遊
水
地
ヨ
シ
焼
き
実

施
の
お
知
ら
せ

家
畜
の
飼
育
状
況
の
報
告
に

つ
い
て

自
動
車
税
の
減
免
制
度
に
つ

い
て

　
み
ん
な
が
お
互
い
協
力
し
て
助
け

合
い
、
将
来
を
支
え
合
う
制
度
で
す
。

　
保
険
料
納
付
は
、
私
た
ち
の
大
切

な
義
務
で
す
の
で
、
納
め
忘
れ
の
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
納
付
は
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な
い

口
座
振
替
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
下
館
年
金
事
務
所

　
☎
０
２
９
６
（25）
０
８
２
９

・	

鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、

だ
ち
ょ
う
、ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
、七
面
鳥

　
こ
れ
ら
を
１
頭
（
羽
）
で
も
飼
育

し
て
い
れ
ば
、
ペ
ッ
ト
で
あ
っ
て
も

報
告
の
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
犬
、
猫
、
う
さ
ぎ
、
イ
ン
コ
な
ど

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　
報
告
用
紙
な
ど
詳
し
い
こ
と
は
、

茨
城
県
県
西
家
畜
保
健
衛
生
所
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
県
西
家
畜
保
健
衛
生
所

　
☎
０
２
９
６
（52）
０
３
４
５


